
1 

 
 

令和３年３月２５日  
令和３年９月２６日改訂  
令和４年３月１１日改訂  

 

 

Ⅱ．今後の豊島廃棄物等処理関連施設の撤去等に関する基本計画：改訂  

 

 

本基本計画は、今後の豊島廃棄物等処理関連施設の撤去等に関するものである。  

次の基本的な対応方針を踏まえるとともに、「今後の豊島廃棄物等処理関連施設の

撤去等に関する基本方針」に従い、第Ⅰ期工事で承認された「豊島廃棄物等処理関連

施設の撤去等に関する基本計画」を第Ⅱ期工事等に合わせて変更し、今後の豊島廃棄

物等処理関連施設の撤去等に関する基本計画を以下のように定める。  

解体に先立って対象物の十分な清掃・洗浄を実施し、解体・撤去・分別・払出し等

を実施する。  

 

１．用語の定義  

（１）本計画でいう「豊島廃棄物等処理関連施設」は、２．に定める施設とする。  

（２）「清掃・洗浄」とは、簡易な作業等により、対象物に付着した土等を取り除

くことをいう。  

（３）「撤去等」とは、施設、設備等の解体撤去等をいう。  

（４）「施設撤去廃棄物等」とは、施設の解体撤去に伴い発生した廃棄物や有価物

をいう。  

（５）「設備等」とは、設備、装置及び機器並びに建築構造物等をいう。  

（６）「作業場」とは、施設の撤去等に伴う作業を実施するにあたり、囲いや壁・

天井等により仕切った空間をいう。  

（７）「作業環境対策」とは、作業従事者の安全を確保するために行う措置等をい

う。  

（８）「作業環境測定」とは、撤去等の作業期間中を中心に行う作業場内の環境測

定をいう。  

（９）「環境保全対策」とは、撤去等の作業によって生じる排気、排水、騒音、振

動、悪臭及び廃棄物等による周辺環境への影響を防止するための措置等をい

う。  

（ 10)「施設の撤去等に係る環境計測」とは、施設の撤去等の実施前後及び実施期

間中に行う作業場あるいは施設の境界での環境調査をいう。  
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２．撤去等の対象施設の範囲及び概要  

撤去等の対象施設は、表１に示す豊島廃棄物等処理関連施設とする。  

 

表１  豊島廃棄物等処理関連施設  

施設名  

１  処分地進入路の排水路  

２  承水路  

３  承水路トレンチドレーン  

４  西井戸  

５  沈砂池１  

６  沈砂池２  

７  トレンチドレーン  

８  北揚水井  

９  集水井  

10 貯留トレンチ  

11 新貯留トレンチ  

12 高度排水処理施設  

13 加圧浮上装置  

14 凝集膜分離装置  

15 活性炭吸着塔  

16 積替え施設  

17 ベルコン  

18 専用桟橋  

19 外周排水路  

20 その他  

※その他には、観測井、揚水井、処分地内道路等が該当する。  

 

 

３．撤去等の実施にあたっての原則  

県は、廃棄物対策課において発注方法も含め、必要となる作業・工程・スケジュ

ール等について検討を行い、工程ごとの実施計画等を立案し、原則として「豊島事

業関連施設の撤去等検討会」あるいは「豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員

会」で審議・承認を得たうえで撤去等を実施する。  

また、撤去等を実施する際には、関係法令で定められた資格者を配置するととも

に総括監督員、主任監督員及び監督員を置き、作業全般について監督する。  

 

４．撤去等の順序・工程  

撤去等については、表２に示す順序・工程等の概要に基づき実施する。  

 

５．撤去等の期間  

豊島廃棄物等処理関連施設の撤去等の期間については、令和３年４月～令和５年

３月とする。  
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６．作業者の健康診断と作業環境対策及び作業環境測定の実施  

作業従事者に対し、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の１年以内の受診状況を

確認するとともに、作業前の健康状態を確認する。また、作業場の状況に応じた適切

な保護具等を選定・着用するなど、作業環境対策に万全を期す。これらの具体的な内

容については別途定める（別添ガイドラインⅢ .1、マニュアルⅢ .1-1）。  

 

７．ＢＡＴ（ Best Available Techniques）を適用した設備等の解体・分別及び施設撤

去廃棄物等の適正な分別の確認と払出し・処理委託の実施  

（１）設備等の解体・分別の実施  

設備等の解体は、解体に先立って対象物の十分な清掃・洗浄を実施し、周辺

環境の保全と作業者の健康・安全に配慮したＢＡＴに基づき対応する。その

際、施設撤去廃棄物等の払出しを考慮し、「分別の判断基準」に基づく分別もあ

わせて実施する。また、設備等に使用されている有害物質等（空調用冷媒フロ

ン等）に対しては、関係法令に基づく一般的な建築構造物の解体時における取

扱いで対処する。これらの具体的な内容については別途定める（別添ガイドラ

インⅢ .2、マニュアルⅢ .2-1）。  

（２）施設撤去廃棄物等の分別の確認と処理委託の実施  

施設撤去廃棄物等は、「分別の判断基準」に基づく分別が適切に行われている

ことを確認のうえ払い出す。  

（３）施設撤去廃棄物等の払出しと輸送・運搬  

施設撤去廃棄物等は、原則として資源化を図る。この際、建設リサイクル法

や廃棄物処理法などの関係法令を遵守し、有価物としての売却又は廃棄物とし

ての適正な処理委託を行う。  

施設撤去廃棄物等の輸送・運搬は、可能な限り公道を使用しない経路を選定

するとともに、豊島の島内道路を使用する場合は、周辺環境に配慮する。ま

た、海上輸送を行う場合は、荷揚げ、荷下ろし時を含め安全に配慮する。これ

らの具体的な内容については別途定める（別添ガイドラインⅢ .2、マニュアル

Ⅲ .2-2、マニュアルⅢ .6-1 及びマニュル 6-2）。  

 

８．環境保全対策及び施設の撤去等に係る環境計測の実施  

解体撤去時においては、排気・排水等の環境保全対策を実施するとともに、作業

の実施前後及び実施期間中に施設の撤去等に係る環境計測を実施する。これらの具

体的な内容については別途定める（別添ガイドラインⅢ .3、マニュアルⅢ .3-1 及び

ガイドラインⅢ.4、マニュアルⅢ .4-1）。  

なお、周辺環境モニタリングは、「環境計測及び周辺環境モニタリングの実施方

針」に従って実施されるが、必要と認められる場合には、これに加えて施設の撤去

等に係る周辺環境モニタリングとして、適切な時期に適切な箇所で実施することと

する。  

 

９．情報の収集、整理及び公開  

撤去等の作業状況について、文書や写真等による記録を残すとともに、必要と認

められる設備等については、適切な時期に委員又は技術アドバイザーによる確認を

得るものとする。  
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また、インターネット等を通じた的確・迅速な情報の提供や、関係者との意見聴

取・立会い等を通じたコミュニケーションの実施により、より一層の理解と信頼を

得る。これらの具体的な内容については別途定める（別添マニュアルⅢ .5）。  

さらに、工事に伴う環境負荷の算定のため、表３の環境負荷の計測項目の概要に

従い、データを収集する。  

 

 

表２  撤去等の順序、工程等の概要及び実施する対策等  

工程等  

の区分  

順  

序  
工程等の概要  

実施する対策等  

作業環

境対策 

作業環

境測定 

環境保

全対策 

施設の撤去等に係る

環境計測 

事前  ①  
・作業従事者の安全確保対策の決定  

・環境保全対策の決定  
 ○   ○  

清掃・洗浄  ②  
・施設、設備等の撤去等に先立つ清

掃・洗浄の実施  
○  ○  ○  ○  

設備等の解

体･分別  
③  

・分別の判断基準に基づく解体・分別
の実施  

○  ○  ○  ○  

施設撤去  
廃棄物等の  

分別の確認と
払出し・  
処理委託  

④  
・分別の判断基準に基づく分別の確

認と払出し  
    

事後  ⑤  
・委員又は技術アドバイザーによる

撤去完了の確認の実施  
   ○  

全般  ⑥  

・作業全般を通した情報公開の実施  

・豊島事業関連施設の撤去等検討会

等による審議・承認  
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表３  環境負荷の計測項目の概要  

種別  項目  単位  備考  

投入  

電力  kWh  

燃料  
液体燃料  L 種別ごとに分けて記載  

気体燃料  Nm3 種別ごとに分けて記載  

用水  洗浄水  kL  

消費資材  kg 種別ごとに分けて記載  

薬剤  kg 種別ごとに分けて記載  

その他  kg 種別ごとに分けて記載  

搬出  

廃棄物  

施設撤去廃棄物等  t 分別基準に従い、分けて記載  

有害物質  

石綿含有産業廃棄物  kg  

水銀使用製品産業廃棄物  kg  

フロン類  kg  

特別管理産業廃棄物  kg  

その他廃棄物  kg 種別ごとに分けて記載  

排水  洗浄水  kL  

排気  t 重機等排ガスの CO2 排出量を記載  

有価物  t  

その他  kg 種別ごとに分けて記載  
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今後の豊島廃棄物等処理関連施設の撤去等に関する基本方針及び基本計画を踏まえ、以下に示すガイドライン及びマニュアルを作成

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）豊島の専用桟橋の撤去工事の開始後は、「豊島専用桟橋の撤去工事の開始後における豊島の島内道路を活用した廃棄物等の

輸送・運搬に関するマニュアル」を適用する。 

Ⅲ.1 第Ⅱ期工事等

における作業従事者

の安全確保ガイドラ

イン 

Ⅲ.3 第Ⅱ期工事等に

おける解体撤去時にお

ける環境保全対策ガイ

ドライン  

Ⅲ.4 第Ⅱ期工事等

における施設の撤

去等に係る環境計

測ガイドライン 

第Ⅱ

期
工
事
等
に
お
け
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び 

公
開
マ
ニ
ュ
ア
ル 

Ⅰ.今後の豊島廃棄物等処理関連施設の撤去等に関する基本方針  

別添  

第Ⅱ

期
工
事
等
に
お
け
る
作
業
従
事
者
の 

安
全
確
保
マ
ニ
ュ
ア
ル 

Ⅲ.1-1 

第Ⅱ

期
工
事
等
に
お
け
る
施
設
の
撤
去
等
に 

係
る
環
境
計
測
マ
ニ
ュ
ア
ル 
Ⅲ.4-1 

Ⅱ.今後の豊島廃棄物等処理関連施設の撤去等に関する基本計画 

Ⅲ.5 Ⅲ.2 第Ⅱ期工事等におけ

る設備等の解体・分別及び

施設撤去廃棄物等の分別の

確認と払出し・処理委託ガ

イドライン 

第Ⅱ

期
工
事
等
に
お
け
る
設
備
等
の 

解
体
・
分
別
マ
ニ
ュ
ア
ル 

Ⅲ.2-1 

第Ⅱ

期
工
事
等
に
お
け
る
施
設
撤
去
廃
棄
物 

等
の
分
別
の
確
認
と
払
出
し
・
処
理
委
託 

マ
ニ
ュ
ア
ル 

Ⅲ.2-2 

第Ⅱ

期
工
事
等
に
お
け
る
解
体
撤
去
時
に 

お
け
る
環
境
保
全
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル 

Ⅲ.3-1 

豊
島
の
島
内
道
路
を
活
用
し
た
廃
棄
物
等
の 

輸
送
・
運
搬
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
※
） 

Ⅲ.6-1 

第Ⅱ

期
工
事
等
に
お
け
る
施
設
撤
去
廃
棄
物
等
の 

海
上
輸
送
マ
ニ
ュ
ア
ル 

Ⅲ.6-2 


